
専決処分報告

○ 報告第６号 市道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定に関する専決 1 頁

処分について （東区青葉七丁目）

○ 報告第７号 市道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定に関する専決 5 頁

処分について （博多区板付五丁目）

○ 報告第８号 市道路線の認定，変更及び廃止に関する専決処分について 10 頁

（福岡都市計画事業伊都土地区画整理事業）

○ 報告第９号 市道路線の認定に関する専決処分について 11 頁

 （福岡市空港前第二土地区画整理事業）
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報告第６号   

 

報告第６号 

    

市道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定に関する専決処分について 

 

市長の専決処分事項に関する条例の規定により，市道の管理のかしに基づく損害賠償の額

を決定することについて，平成27年２月４日次のように専決処分した。 

 

１ 損害賠償の相手方及び損害賠償額 
 

損  害  賠  償  の  相  手  方 損 害 賠 償 額 

 

  60,186円  

 

２ 事件の概要 

平成26年７月８日午後４時30分頃，相手方○○○○氏所有の小型乗用自動車が，市内東

区青葉七丁目44番10号付近の市道を走行中，当該市道の路面の勾配が急であったため，当

該車両のフロントバンパーが路面に接触し，当該車両が破損して損害が生じたものであ 

る。 

 

上記について地方自治法第180条第２項の規定により報告する。 

平成27年２月19日 

 

福岡市長 髙  島  宗 一 郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※福岡市情報公開条例に定める非公開情報と 
 認められるおそれのある情報については， 
 掲載しておりません。 
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人的損害 0円  

物的損害 66,874円 

損害額計 66,874円 

市の過失割合 9割 

損害賠償額 60,186円 

A 

A’ 

位 置 図 

土井４丁目 

青葉７丁目 

事故現場 

平 面 図      断 面 図 A A’ 
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進行方向 

道路排水を受けるための 

グレーチング蓋の横断側溝設置 

暗渠化 

縦断勾配２５％ 

縦断勾配１１％ 

現場状況 

補 修 後 
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報告第 ７ 号   

 

報告第 7 号 

    

市道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定に関する専決処分について 

 

市長の専決処分事項に関する条例の規定により，市道の管理のかしに基づく損害賠償の額

を決定することについて，平成27年２月４日次のように専決処分した。 

１ 損害賠償の相手方及び損害賠償額 
 

損  害  賠  償  の  相  手  方 損 害 賠 償 額 

 

  43,200円  

 

２ 事件の概要 

平成26年11月13日午前11時頃，相手方○○○○○○○○○○○○所有の普通乗用自動車

が，市内博多区板付五丁目５番所在の駐車場から前面の市道に出るため後退した際，当該

市道の側溝のグレーチング蓋を支えるコンクリート部分が破損していたため，当該車両の

通過により跳ね上がったグレーチング蓋に接触し，当該車両が破損して損害が生じたもの

である。 

 

上記について地方自治法第180条第２項の規定により報告する。 

平成27年２月19日 

 

福岡市長 髙  島  宗 一 郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※福岡市情報公開条例に定める非公開情報と 
 認められるおそれのある情報については， 
 掲載しておりません。 
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人的損害   0円 

物的損害 43,200円 

損害額計 43,200円 

市の過失割合 10割 

損害賠償額 43,200円 

断 面 図 A A’ 

位 置 図 

事故現場 

板付五丁目 

西月隈五丁目 

板付二丁目 

進行方向 

進行方向 

A 

A’ 

平 面 図 

6.20ｍ 

進行方向 

(後退) 

-6-



-7-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 

車 両 概 要 

破 損 状 況 

左後輪ホイール内側

破損 

 

破損箇所 
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報告第８号    
 

報告第８号 
    

市道路線の認定，変更及び廃止に関する専決処分について 
 

市長の専決処分事項に関する条例の規定により，本市施行に係る福岡都市計画事業伊都土 
  地区画整理事業の施行に伴い，市道路線を認定し，変更し，及び廃止することについて，平 
  成 27年２月４日それぞれ次のように専決処分した。 

 
１ 路線の認定 

路線番号 路  線  名 
起      点 重要な 

経過地 終      点 

西 4296 今宿町 4296号線 
西区今宿町 69番 2地先から  

同あ今宿町 304番 1地先まで 

（以 下 略） 
２ 路線の変更 

路線番号 路  線  名 

旧 
新 
別 

起      点 
終      点 

重要な 

経過地 

西 1771 今宿町 1771号線 

旧 
西区今宿町 360番 3地先から 

同 大字女 425番 6地先まで 
 

新 
西区今宿町 358番 1地先から 

同ああああ 425番 6地先まで 

（以 下 略） 
３ 路線の廃止 

路線番号 路  線  名 
起      点 重要な 

経過地 終      点 

西 1776 今宿町 1776号線 
西区今宿町 78番 1地先から  

同ああああ 70番 5地先まで 

（以 下 略） 
上記について地方自治法第 180条第２項の規定により報告する。 
平成 27年２月 19日 

福岡市長 髙  島  宗 一 郎 
  

 
 
○ 専決処分の内訳（路線数） 

 
１ 認定路線 ６３路線 

２ 変更路線  ９路線 

３ 廃止路線  ６路線 

合  計 ７８路線 
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報告第９号    
 

報告第９号 
    

市道路線の認定に関する専決処分について 
 

市長の専決処分事項に関する条例の規定により，組合施行に係る福岡市空港前第二土地区 
  画整理事業の施行に伴い，市道路線を認定することについて，平成 27年２月４日次のように 

専決処分した。 
 

路線番号 路  線  名 
起      点 重要な 

経過地 終      点 

博多 2863  空港前   2863号線 
博多区空港前五丁目 13番 10地先から 

 

同ああ空港ああああ 10番 1地先まで 

 
  上記について地方自治法第 180条第２項の規定により報告する。 
   平成 27年２月 19日 
                 福岡市長 髙  島  宗 一 郎 
 

 
 
 
○ 専決処分の内訳（路線数） 

 
１ 認定路線 １路線 

合  計 １路線 
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伊都土地区画整理事業 

城

西　区 
早良区 

 土地区画整理事業位置図 
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空港前第二土地区画整理事業

東　区 

博多区 中央区 

城南区 
南　区 

-13-


	資料表紙（H27.2)
	報告事項（資料２）

	0206_(専決処分報告第６号）（管理瑕疵東区青葉）（路政課）
	済み○専決報告（青葉）
	○図面１ページ
	局勉後修正図面Ｐ2
	Ｐ3

	0206_(専決処分報告第７号）（管理瑕疵博多区板付）（路政課）
	専決報告
	事故概要図1（板付5丁目）
	事故概要図2-3（板付5丁目）

	0206_(専決処分報告第８号）(路線伊都）(路政課）
	0206_(専決処分報告第9号）(路線空港前第二）(路政課）
	【分割】0206_(専決処分報告第8-9号）（路線伊都，空港第二位置図）（路政課）
	空白ページ
	空白ページ



